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中国情報発信業務委託仕様書

１　業務名
　　中国情報発信業務委託
２　委託契約の期間
　　契約締結日から令和９年３月３１日まで
３　業務の目的
[bookmark: _Hlk222643423]中国向けＳＮＳを活用した観光資源（自然、食、文化等）の魅力を戦略的に発信し、本県の認知度向上及び訪日中国人観光客の誘客拡大を図る。
４　業務内容
[bookmark: _Hlk222643561]　　受託者は、本業務の実施にあたり、県が別途貸し出す「ターゲットペルソナ」を十分に分析し、そのペルソナに合致した具体的かつ効果的なアプローチ手法を提案すること。
（１）小紅書による情報発信業務
　　　秋田県が保有する「秋田犬の故郷秋田県」アカウントを使用し、各種情報発信、広告、分析等を行うこと。
　（ア）アカウント全体のコンセプト等再設定
　　　・県から引き継がれる前述のアカウントについて、「ターゲットペルソナ」の分析に基づいたコンセプト（本アカウントで目指す運営方針等）の再設計を行うこと。
　　　・アカウントの公式認証を申請すること。
　　　・コンセプトに基づいた小紅書年間投稿計画を作成すること。
　（イ）アカウントの投稿
・年間投稿計画に基づき、月４回以上の頻度で新規投稿を行うこと。
・投稿の題材は、ターゲット層が個人観光客として本県を旅行するのに必要な情報（アクセス方法等）を網羅し、本県のみならず地方旅行を検討する層が、投稿を「保存」するようなものとすること。
[bookmark: _Hlk222644296]　　　・県が提供する動画素材（１分程度に編集済みのもの）及び画像素材（生データ）をを使用すること。
　　　・素材収集のため、１回以上秋田県内での撮影を行うこと。撮影した素材は、小紅書投稿に使用すること。
　　　・ユーザーの関心を引くよう、字幕やバックグラウンドミュージック、ナレーション挿入等の演出を提案及び実施すること。
　　　・ＳＥＯ対策を徹底すること。特にキーワード及びハッシュタグ選定については、検索結果への継続的な露出（ロングテール流量）を獲得できるものとすること。
　　　・小紅書内部のＡＩ最適化（AI Optimization）すること。
　　　・ユーザーからのコメントに対し、中国語（普通話）を用いて迅速かつ丁寧な返信を行い、ファンとの良好な関係構築を図ること。
　　　・投稿のタイミング（日時・曜日）は、プラットフォームのアルゴリズムや競合アカウントの動向、後述するアカウントの分析に基づいて、最適化を図ること。
　（ウ）アカウントの分析
　　　・アカウントの運営方針等に基づき、分析すべき事項を県に提案すること。
・各投稿のパフォーマンス（閲覧数、クリック率、エンゲージメント率等）を定期的に収集及び分析をすること。
　（エ）広告の出稿
　　　・プラットフォーム内におけるアカウントのターゲットとすべき層の解像度を高めるため、広告を実施すること。
　　　・広告の種類は、県と協議をして決定すること。（例）インフィード広告、検索広告
　　　・広告を出稿する際は、プラットフォームの広告審査基準や規約、日本国及び中華人民共和国の法令や社会的な規範を遵守すること。
　　　・広告を行った後は、特にオーガニックなインプレッションやエンゲージメント率等、データ分析を行い、予算に対する効果が最大となるよう、広告対象やタイミング等の変更に努めること。
　（オ）ＫＯＣアカウントの二次利用
　　　・広告結果の分析に基づいて、プラットフォーム内におけるアカウントの露出量増大やフォロワーの獲得を目的に、ＫＯＣアカウントを二次利用して発信すること。
　　　・ＫＯＣの選定の際は過去の経歴にいわゆる「炎上」や、政治や宗教等、論争の的になる投稿がないことを確認すること。特にプラットフォーマーからステルスマーケティングと認定されないよう、細心の注意を払うこと。
　（カ）県への定例報告と事業完了報告について
　　　・（ア）～（オ）について、２か月に１回程度、配信内容の数値分析（広告、ＫＯＣ投稿含む）を行い、次期の改善策を提案すること。
　　　・履行期間終了後、２週間以内に総括としての実績報告書を作成及び提出すること。
　（キ）その他
　　　・小紅書の運営会社との手続き、その他情報発信、運営に要する経費は、全て本契約に含むものとする。

（２）微博、微信による情報発信業務
・既存の県公式微博「日本秋田県観光局」及び微信「秋田県観光局」により、本県の観
光情報等を簡体字で定期的に発信するとともに、フォロワー等からの問い合わせに対
応すること。
・投稿内容は、小紅書で作成したコンテンツの転載も可能とする。
※微信「秋田県観光局」の運営にあたっては、WeChat ID、QQ番号及び中国の携帯番号
が必要です。これらのアカウント開設済み情報（管理者権限）は県から貸与するが、日
々のログイン認証（セキュリティチェック）等で必要となる中国の携帯番号は受託者
にて用意することとします。
・写真素材は、県が提供する動画素材（１分程度に編集済みのもの）および画像素材
（ローデータ）を使用すること。
・微博及び微信の運営会社との手続き、その他情報発信、運営に要する経費は、全て本
契約に含むものとする。

[bookmark: _Hlk222646277]（３）独自提案
　　・その他、秋田県の認知度向上や誘客促進に資するもので、受託者が提案する業務を
実施することが出来る。ただし、経費は本契約額の範囲内で行うものとする。
・提案については、（１）および（２）の内容を自由に提案するものとするが、参考として秋田県が抱える下記イメージのような取組が望ましい。
【イメージ】
・秋田県が中国市場において抱える課題は、認知度不足である。
・成果指標として、フォロワー数の増加も一定数求めるものの、クリック率やコメントなどのエンゲージメント率を高めることが非常に重要。
・観光地情報の羅列ではなく、中国人ユーザーの関心を引き、見られる投稿を増やして、旅行先として選ばれる基盤としての認知度向上と拡散力を高めたい。
・訪日旅行や雪、桜、地方都市、伝統文化など日本の観光コンテンツを求める幅広い層に表示される投稿としたい。
・将来的にはＵＧＣによる情報露出増加を図りたいため、その仕組み作りについてアドバイスをしていただきたい。

５　成果物
　・分析レポート（２か月に１回）
　・実績報告書（１部）

[bookmark: _Hlk222646513]６　契約に関する条件等
（１）報告書の提出
　　・本業務の実施状況については、契約期間満了時には実績報告書を提出すること。
　　・上記報告のほか、必要な場合は適宜書面にて状況を報告すること。
（２）再委託等について
・受託者は本業務のすべてを第三者に再委託し、又は、請け負わせてはいけない。
・受託者は本業務の一部を第三者に再委託することができるが、その場合は再委託先
の概要と責任者を明記し、再委託する業務の内容、実施体制等を事前に書面にて提出
して委託者の承認を得るものとする。
（３）業務の履行に関する措置
・委託者は本業務（再委託した場合を含む）の履行につき著しく不適当と認められると
きは、受託者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを要
求する場合がある。
・受託者は前記要求があったときは、当該要求に係る対応を決定し、１０日以内に委託
者に書面で提出しなければならない。
（４）その他
・受託者は本業務（再委託をした場合を含む）を通じて知り得た情報を機密情報として
扱い目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。また、契約終了後も同様と
する。
・受託者は本業務（再委託をした場合を含む）を履行する上で、著作権、肖像権や個人
情報を取り扱う場合は、関係法令等を遵守すること。
・この仕様書に定めのない事項については、両者協議の上、決定する。


